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２０１９年０９月市議会一般質問（案) 

２０１９年９月０５日現在 

日本共産党のふくま健治です。質問通告に基づき５項目について質問します。 

 

１、最初に平和問題について質問します。 

①まず、世界で広がる核兵器禁止条約への署名・批准への認識について伺いま

す。 

今年は広島・長崎に原爆が投下され７４年目となりました。第２次世界大戦

末期の１９４５年８月６日に広島、９日には長崎に、アメリカ軍は原子爆弾を

投下しました。二つの都市は一瞬にして地獄と化しました。広島では１４万人、

長崎では７万４０００人もの命がその年のうちに奪われるなど、おびただしい

犠牲を出しました。被爆から７４年、「命あるうちに核兵器のない世界を」と

痛切な願いを訴え続けてきた被爆者の高齢化はすすみ、平均年齢は８２歳をこ

えています。 

来年は被爆７５年の節目を迎えるとともに、５年に１度のＮＰＴ再検討会議

が開かれる年です。最大規模の核軍縮交渉でもあるこの会議で、米英仏ロ中の

核保有大国などの逆流に抗し、核兵器禁止条約の発効に向けて力強く進むこと

がますます必要です。核兵器をなくす世論と運動を大きくして、被爆者の悲願

である核兵器廃絶への道をいっそう加速させる機会にすることが必要です。  

８月に開催された原水爆禁止２０１９年世界大会は世界の市民や政府代表、

被爆者、反核平和団体の代表らが勢ぞろいしました。２０２０年を核兵器廃絶

への歴史的転機とするために共同を広げようと訴えました。こうしたなか核兵

器禁止条約の批准国にボリビアが加わり、条約の発効に必要な５０カ国の半分、

２５カ国に達したことが報告されると大きな拍手が沸き起こりました。その後

カザフスタンも加わり、２６カ国となっています。 

同条約は、２０１７年７月７日、１２２カ国によって採択され、５０カ国目

の批准書が国連に寄託された後９０日で発効されます。あとは時間の問題とな

っています。 

そこで質問します。世界で広がる核兵器禁止条約への署名・批准への認識に

ついて、見解を求めます。 

②政府に核兵器禁止条約への署名・批准を働きかけを 

広島、長崎の両市長は平和宣言で、日本政府に核兵器禁止条約への積極的対

応や参加を求めました。しかし、今年も安倍首相は、核兵器禁止条約には全く

触れませんでした。唯一の戦争被爆国でありながら、核兵器禁止条約への署名・

批准を拒む安倍政権の姿勢は、被爆者の願いに背くものです。核兵器禁止条約

にサインする政府を実現することが求められます。世界大会は「市民と野党の
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共同をさらに強化して、被爆国にふさわしい役割をはたすよう政府に強くせま

っていこう」（「長崎からのよびかけ」）と訴えました。被爆国で、禁止条約

に署名する政府をつくるなら、核兵器廃絶にむけて世界を大きく動かすでしょ

う。「『生きているうちに核兵器廃絶を』という被爆者の願いにこたえるため

にも、我々は急がねばならない」（国際会議宣言）訴えています。この決意に

たった、運動の飛躍が期待されています。 

そこで質問します。政府に対して核兵器禁止条約への署名・批准を強く働き

かける考えはありませんか。見解を求めます。 

③核兵器廃絶の市民世論広げる施策の拡大を 

本市では昭和５９年に平和都市宣言をして、市内各公民館に平和都市宣言塔

の設置、原爆写真パネルの展示・貸出などをおこなっています。唯一の被爆国

として、世界から核兵器をなくしていく市民世論をいっそう広げることが求め

られています。 

そこで質問します。広島・長崎での平和記念式典に市職員や児童・生徒の派

遣事業をおこなうことを提案しますが、見解を求めます。 

 

２、次に農業問題について質問します。 

①食料自給率の向上対策について質問します。 

農林水産省は、２０１８年度の食料自給率が１７年度より１ポイント低下し

３７％（カロリーベース）になったと公表しました。小数点以下もみると、大

冷害に見舞われた１９９３年度の３７・３７％を下回り、３７・３３％と過去

最低の水準です。 

安倍政権は１５年、食料自給率を２５年度に４５％へ引き上げる目標を決め

ています。その達成どころか、逆に目標から遠ざかっており、政府の食料政策

や農政のあり方が根本から問われています。生産基盤の弱体化で世界の食料需

給が「中長期的にはひっ迫」と政府自身も予測しています。そのもとで食料の

６割以上を外国に依存していること自体、大問題です。その低い自給率をさら

に下げていることは、国民の生存条件を揺るがすものです。 

農水省は１８年度の自給率低下の主な要因に天候不順による小麦と大豆の生

産減などを挙げています。しかし、気象の変化などによる生産への影響だけで

は、自給率低下が長期間続いていることの説明にはなりません。国産が大半を

占めるコメの消費減少に加え、農業の生産基盤の弱体化が、いよいよあらわに

なってきているのです。とりわけ深刻なのは、農業生産の担い手の高齢化と急

速な減少です。最近１０年間に農業経営体は３２％減少し、そのテンポは早ま

っています。農業を中心的に担う基幹的農業従事者は１０年の２０５万人から

１９年の１４０万人へと減少し、その４２％は７０歳以上です。近い将来、大



3 

 

量リタイアによる農業者の激減は避けられません。耕作放棄地も年々増え、い

まや全耕地面積の約１割に達しています。 

歴代政権がアメリカや財界の言いなりに食料を外国にゆだね、農産物の輸入

自由化、農業切り捨ての政治を続けてきた結果ではないでしょうか。 

いま求められているのは、最低の食料自給率農業を本格的に立て直すために、

政治と社会の力を総結集することが不可欠だと考えています。  

そこで質問しますが、農政の流れを根本的に転換し、食料自給率向上の農政

に立て直すための対策について、どのような認識をお持ちでしょうか。見解を

求めます。 

 

３、次に、障害者福祉について２点質問します。 

①まず放課後等デイーサービスについて質問します。 

この事業は「在学中の児童に対して放課後や学校休業日に施設に通わせ生活

能力向上のための訓練や社会との交流促進などの提供おこなう」ことを目的し

た障害児通所支援給付をするものです。利用者家族からは「放課後あずかって

くれるので心配しないで仕事ができる」「勉強を見てもらったり、対人スキル

などの個別支援をしていただいている」など日常生活支援として、大きな手助

けとなっています。しかし同一事業所に１週間通わせることができず、数か所

の施設を掛け持ちで利用せざる得ない状況にもなっています。との声が寄せら

れています。 

事業所では、これまで一律だった報酬が昨年４月から改定されました。各事

業所で中重度の障害児が利用者に占める割合が５０％を超えるところは単価が

高く、５０％未満のところは低くされています。   

障害のある子どもの放課後保障全国連絡会が、放課後デイーサービスに取り

組む事業所に行った調査で、昨年４月の報酬改定により３５４事業所のうち７

８，２％の事業所で、前年より運営費の減収になっことが明らかになっていま

す。 

支援の質の向上に努めている事業所が、報酬改定の影響で運営が困難に陥っ

ていると指摘しています。障害の「重い」子どもを多く受け入れているかどう

かで、報酬に差をつけるのは子どもを対象とする事業にはふさわしくないと批

判しています。 

そこで質問します。２区分制の報酬体系は、子どもたちへの支援にはふさわ

しくないと考えますが、見解を求めます。 

②次に就労継続支援Ｂ型施設への支援について質問します。 

この施設は、通常の事業所で働くことが困難な人に就労の機会や生産活動、

その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をする施設です。
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１８歳以上の知的・身体・精神・難病患者等が対象となっています。市内でも

多くの障害者などが通所しています。 

この基本報酬についても昨年４月に改訂されました。この見直しの視点は、

定員規模別の設定に加え、１日の平均労働時間に応じた報酬設定とすること。

工賃が高いほど、自立した地域生活につながることや、生産活動の支援に労力

を要すると考えられることから、高い報酬設定としてメリハリをつけるとして

改訂されたものです。 

この改定による影響について、全国の障害者作業所の団体であるきょうされ

んの調査では、６割の事業所で減収となったこと。年額２００万以上の減収が

予測され職員ひとり分の人件費の減収となる」などの報告がされています。 

そこで質問します。基本報酬改定にともなう事業所への影響について、どの

ような認識をおもちでしょうか。見解を求めます。 

 

次に、国民健康保険について３点質問します。 

① 子供の「均等割り」負担軽減について質問します。 

第２回定例会での私の総括質問では、「国保被保険者は相対的に年齢構成が

高い、医療費水準が高い、ひとり当たり医療費についても協会健保の二倍にな

っている一方で所得水準は低いなど構造的問題を抱えているので、保険料負担

の格差が生じているとの認識を示されています。 

また子どもの「均等割り」負担の軽減については、市独自の減免となり、現

時点では困難である」との見解でした。 

平成２７年の衆議院厚生労働委員会で「こどもの均等 割り軽減は引き続き

議論するとの付帯決議がされていること」また今年２月の参議院予算委員会で

「こどもの均等割り保険料の今後の在り方については、国保制度に関する国と

地方の協議の場においてひきつづき議論していくとの政府答弁があったこと」。

を踏まえ、本市は、全国市長会・中核市市長会を通じて「こどもの均等割り保

険料の軽減措置の制度化について国に要望している」との答弁でした。 

こうしたなか、日田市では、子ども(中学生まで)の「均等割り」負担軽減を

市独自で実施するための条例が提案され、実施が予定されています。その内容

は「子どもにかかる均等割りの半分を減免するものとなっています。 

同趣旨の制度改善は、全国では２５自治体に広がっています。九州・大分県

内では初めてのことと聞いています。 

先進自治体に学び、国の制度として確立されていくためにも、地方自治体で

の積極的な取り組みが求めれています。 

そこで改めて質問します。子供の「均等割り」負担軽減について、検討する

考えはありませんか。見解を求めます。 
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②次に資格証明書について質問します。 

資格証明書の交付については、被保険者との接触の機会を図るためのと繰り

返し答弁されてきました。しかし被保険者である以上、受診を抑制するような

ことがあってはならないと考えます。この立場から資格証明書が交付されてい

る被保険者世帯の内、高校生までは短期被保険者証（平成２２年７月より）を

交付して対応しています。県内自治体でも資格証明書交付対象世帯でも短期保

険証での対応を基本としているところもあります。 

そこで質問します。資格証明書の交付世帯は、短期保険証での対応に切り替

えて、受診の機会を保障すべきです。見解を求めます。 

③一部負担金の減免・徴収猶予について質問します。 

国民健康保険法第４４条第１項の規定により、大分市国民健康保険事業施行

規則第１６条では、医療費の一部負担金の減免又は徴収猶予を受ける規定が設

けられています。しかしながらその利用はいっこうにすすんではいません。 

そこで質問します。制度を周知し、利用促進を図ることが大切だと考えます

が、見解を求めます。 

 

５、環境行政  

①ごみ収集について、災害時の対応について質問します。 

大分市は、台風１０号の接近にともない、前日の８月１４日にごみ収集の中

止を決定し、その周知をおこなう旨の連絡を原課より受けました。台風は超大

型から大型になったとはいえ、警戒災害レベル３となっていました。 

市は校区清掃指導員を通じて、５４校区の自治会へごみ収集中止の電話連絡

をしたとしています。 

住民のなかには、「回覧板でお知らせがあった」、「自治会の連絡網で知い

った」などの声はありましたが、多くの所ではごみ収集中止の連絡は届いては

いません。 

市内にごみステ一ションは約１２，０００か所あると聞いています。電話連

絡だけの徹底には無理があるのではないでしょうか。今回のことを今後の教訓

に生かすべきです。 

そこで質問します。警戒レベル３・４がでたさいには、ごみ収集を中止する

場合がある旨をごみ収集カレンダーに掲載をしておくことが、周知徹底と混乱

をなくすために必要と考えます。検討する考えはありませんか。見解を求めま

す。 


